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令和３年第３回天城町議会定例会議事日程（第４号） 

令和３年９月10日（金曜日）午前10時開議 

      開議   

○日程第１ 議案第５２号 天城町農業振興基金の設置及び管理に関

する条例を廃止する条例について 

町長提出 

○日程第２ 議案第５３号 天城町総合公園整備基金条例を廃止する

条例について 

町長提出 

○日程第３ 議案第５４号 天城町少子化対策児童養育助成事業に関

する条例の一部を改正する条例について 

町長提出 

○日程第４ 議案第５５号 天城町ひとり親家庭医療費助成に関する

条例の一部を改正する条例について 

町長提出 

○日程第５ 議案第５６号 天城町町営住宅設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

町長提出 

○日程第６ 議案第５７号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選

任の同意について 

町長提出 

○日程第７ 議案第５８号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選

任の同意について 

町長提出 

○日程第８ 議案第５９号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選

任の同意について 

町長提出 

○日程第９ 議案第６０号 令和３年度天城町一般会計予算補正（第

５号）について 

町長提出 

○日程第10 議案第６１号 令和３年度天城町国民健康保険事業特別

会計予算補正（第２号）について 

町長提出 

○日程第11 議案第６２号 令和３年度天城町介護保険事業特別会計

予算補正（第２号）について 

町長提出 

○日程第12 議案第６３号 令和３年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計予算補正（第１号）について 

町長提出 

○日程第13 議案第６４号 令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電

特別会計予算補正（第２号）について 

町長提出 

○日程第14 議案第６５号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算

の認定について 

町長提出 

○日程第15 議案第６６号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

町長提出 

○日程第16 議案第６７号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

町長提出 

○日程第17 議案第６８号 令和２年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

町長提出 

○日程第18 議案第６９号 令和２年度天城町水道事業会計決算の認

定について 

町長提出 

      散会   
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１．出席議員（１４名） 

  議席番号    氏   名      議席番号    氏   名 

    １番  平 岡 寛 次 君      ２番  喜 入 伊佐男 君 

    ３番  吉 村 元 光 君      ４番  奥   好 生 君 

    ５番  昇   健 児 君      ６番  大 澤 皓一郎 君 

    ７番  久 田 高 志 君      ８番  秋 田 浩 平 君 

    ９番  上 岡 義 茂 君     １０番  松 山 善太郎 君 

   １１番  武 田 正 光 君     １２番  前 田 芳 作 君 

   １３番  平 山 栄 助 君     １４番  柏 井 洋 一 君 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長 柚 木 洋 佐 君   議会事務局書記 富 山 実 宝 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

  職  名     氏   名      職  名    氏   名 

 町 長 森 田 弘 光 君   教 育 長 院 田 裕 一 君 

 教委総務課長 豊 島 靖 広 君   会 計 課 長 上 原 富一郎 君 

 社会教育課長 和 田 智 磯 君   総 務 課 長 祷   清次郎 君 

 くらしと税務課長 岸   恭 聖 君   企画財政課長 福   健吉郎 君 

 けんこう増進課長 碇 本 順 一 君   建 設 課 長 宮 山   浩 君 

 水 道 課 長 野 村 秀 行 君   農業委員会事務局長 伊地知 隆 治 君 

 農 政 課 長 山 田 悦 和 君   農地整備課長 大 久 明 浩 君 

 長寿子育て課長 森 田 博 二 君   商工水産観光課長 中   秀 樹 君 

 選挙管理委員会書記長 米 田 俊 朗 君   総務課長補佐 中 村 慶 太 君 
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△ 開議 午前１０時００分 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから、本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 日程第１、議案第５２号、天城町農業振興基金の設置及び管理に関する条例

を……（「議長、申しわけない。発言をお願いします」と呼ぶ者多し）奥議員。

（「議長、議事進行」「すみません、ちょっと議会運営に関することですのでよろ

しくお願いします」「運営委員会でやって」「いや、今日やります」「運営委員会

で」「議事進行」と呼ぶ者多し）ちょっと……（「議会運営のことで、議事進行」

と呼ぶ者多し）時間を……（「議運でやってください」「「簡潔にお願いします」

「議事、議運でやって」「お願いします」「事務長、議運でやって」「今後のこと

もありますので」「議運で諮ってじゃ」「議長の英断で」と呼ぶ者多し） 

 じゃあ、しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時０１分 

─────────── 

再開 午前１０時４７分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに、本日の日程に入ります。 

 

     △ 日程第１ 議案第５２号 天城町農業振興基金の設置及び管理に関する

条例を廃止する条例について   

     △ 日程第２ 議案第５３号 天城町総合公園整備基金条例を廃止する条例

について   

     △ 日程第３ 議案第５４号 天城町少子化対策児童養育助成事業に関する

条例の一部を改正する条例について   

     △ 日程第４ 議案第５５号 天城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例

の一部を改正する条例について 

     △ 日程第５ 議案第５６号 天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改

正する条例について 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第１、議案第５２号、天城町農業振興基金の設置及び管理に関する条例を廃
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止する条例について、日程第２、議案第５３号、天城町総合公園整備基金条例を廃

止する条例について、日程第３、議案第５４号、天城町少子化対策児童養育助成事

業に関する条例の一部を改正する条例について、日程第４、議案第５５号、天城町

ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第５、

議案第５６号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について、

以上５件を一括議題とします。 

 この５件の議案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長。自席の方からでよろしいです。 

○町長（森田 弘光君）   

 おはようございます。それでは、提案理由の説明をいたします。 

 議案第５２号、天城町農業振興基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、平成６年３月に本町の農業の振興を図ることを目的として

基金条例を制定、その後活用を行っておりましたが、平成１９年度から基金の積立、

取り崩しも行われておらず、今後の基金の活用予定もないために基金条例を廃止し

ようとするものでございます。 

 ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５３号、天城町総合公園整備基金条例を廃止する条例につい

て、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、昭和５９年３月に天城町総合運動公園の整備を図ることを

目的として基金条例を制定しましたが、既にその目的を達成しており、その後基金

の積立て、取崩しも行われておらず、今後も基金の活用予定がないため、基金条例

を廃止しようとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５４号、天城町少子化対策児童養育助成事業に関する条例の

一部を改正する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定さ

れたことに伴い、一部改正を行おうとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５５号、天城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、鹿児島県ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱の

改正に伴い、一部改正を行おうとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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 続きまして、議案第５６号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する

条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、町営住宅の新規建設及び用途廃止によります管理戸数の増

減に伴い、別表の一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから、議案第５２号から議案第５６号の一括質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これ初めて見るんですが、条例の審議を一括議題にするということは今までなか

ったような気がするんですが、一括でやる理由が余りよく分からないということで

す。５２、５３は不要な、不要と言ったらおかしいんですが、利用していない基金

の廃止条例で分かります。その次は１つは過疎地域自立支援促進法の改正によるも

の、その次は県の条例の改正によるもの、ここまでは分かりますね。次は天城町の

住宅の廃止、設置、新しく造ったり、壊したりした分のというので、性格は違うわ

けですよね。これはここでどうこう言っても始まりませんが、議運で多分決めたと

思いますが、やはり後々出る条例全部一括審議とか、そういったことがないように

したほうがいいと思います。こんなんにすると、質疑をするにしても、５２やら

５３やら、１つだけお伺いします。 

 これは、採決するときは一件一件なのか、まとめて一括で採決するんですか。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 一件一件。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 一件一件ね。だったら、一件一件するんであれば、今議長も町長も全部一件一件

読んだわけですよね。どっちみち読む。提案するときに一件一件。ただ、面倒なの

は質疑ありませんか、質疑なし、討論ありませんか、討論なし、これを質疑ありま

せんかがなくなるだけじゃないですか。やはり、こういうのはルールがどうなって

いるか分かりませんが、今までの慣例ですので、やはり一件一件審議したほうが外

から見ても真面目にやっているように見えると思いますよ。 

 私は別に聞くことはありませんが、本来であれば県の条例がどう変わって、それ

に伴ってどう変わるのと、それぐらいは聞いてみたいんですが、質疑ではありませ

ん。進め方について、議長のほうでよろしくお取り計らいをお願いします。１２月

からです。 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５２号、天城町農業振興基金の設置及び管理に関する条例を廃

止する条例について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５２号、天城町農業振興基金の設置及び管理に関する条例を廃

止する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５３号、天城町総合公園整備基金条例を廃止する条例について、

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５３号、天城町総合公園整備基金条例を廃止する条例について

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５４号、天城町少子化対策児童養育助成事業に関する条例の一
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部を改正する条例について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５４号、天城町少子化対策児童養育助成事業に関する条例の一

部を改正する条例について、採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５５号、天城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５５号、天城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５６号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５６号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条
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例について採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第６ 議案第５７号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の

同意について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第６、議案第５７号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第５７号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いて、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、令和３年９月３０日付で固定資産評価審査委員の任期満了

に伴い、固定資産評価審査委員を新たに選任する必要があります。 

 地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 選任しようとする者の氏名は、福和輝氏、選任しようとする者の生年月日は昭和

３６年１２月１２日、選任しようとする者の住所は、天城町松原３１１１番地１、

選任しようとする者の略歴は別紙のとおりでございます。 

 なお、委員の任期は同法第４２３条第６項の規定より、令和３年１０月１日から

令和６年９月３０日までの３年間といたします。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５７号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いて採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に同意することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。 

 したがって、本案は同意することに決定しました。 

 

     △ 日程第７ 議案第５８号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の

同意について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第７、議案第５８号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 続きまして、議案第５８号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意に

ついて、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、令和３年９月３０日付で固定資産評価審査委員の任期満了

に伴い、固定資産評価審査委員を新たに選任する必要があります。 

 地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める者でございます。 

 選任しようとする者の氏名は上田裕二氏、選任しようとする者の生年月日は昭和

３７年１月８日、選任しようとする者の住所は天城町天城８５３番地３、選任しよ

うとする者の略歴は別紙のとおりでございます。 

 なお、委員の任期は同法第４２３条第６項の規定により、令和３年１０月１日か

ら令和６年９月３０日までの３年間といたします。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５８号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

て採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に、同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。 

 したがって、本案は同意することに決定しました。 

 

     △ 日程第８ 議案第５９号 天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の

同意について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第８、議案第５９号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第５９号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につ

いて、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、令和３年９月３０日付で固定資産評価審査委員の任期満了

に伴い、固定資産評価審査委員を新たに選任する必要があります。 

 地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めようとするものでご
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ざいます。 

 選任しようとする者の氏名は山田三千男氏、選任しようとする者の生年月日は昭

和２９年１０月１１日、選任しようとする者の住所は天城町西阿木名６３３番地８、

選任しようとする者の略歴は別紙のとおりでございます。 

 なお、委員の任期は同法第４２３条第６項の規定により、令和３年１０月１日か

ら令和６年９月３０日までの３年間といたします。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５９号、天城町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

て採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に、同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。 

 したがって、本案は同意することに決定しました。 

 

     △ 日程第９ 議案第６０号 令和３年度天城町一般会計予算補正（第

５号）について   

     △ 日程第１０ 議案第６１号 令和３年度天城町国民健康保険事業特別会

計予算補正（第２号）について   

     △ 日程第１１ 議案第６２号 令和３年度天城町介護保険事業特別会計予

算補正（第２号）について   

     △ 日程第１２ 議案第６３号 令和３年度天城町後期高齢者医療事業特別
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会計予算補正（第１号）について   

     △ 日程第１３ 議案第６４号 令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電特

別会計予算補正（第２号）について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第９、議案第６０号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第５号）につい

て、日程第１０、議案第６１号、令和３年度天城町国民健康保険事業特別会計予算

補正（第２号）について、日程第１１、議案第６２号、令和３年度天城町介護保険

事業特別会計予算補正（第２号）について、日程第１２、議案第６３号、令和３年

度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補正（第１号）について、日程第１３、

議案第６４号、令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電特別会計予算補正（第

２号）について、以上５件を一括議題とします。 

 この５件の議案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第６０号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第５号）につい

て、提案理由のご説明をいたします。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ６億２千１９３万８千円を追加し、

予算総額を７３億７千７４３万７千円に定めようとするものでございます。 

 その主な項目について、説明申し上げます。 

 歳入につきましては、地方交付税３億２千３９２万２千円の増額、国庫支出金

３千９９１万１千円の増額、県支出金１千３６万５千円の増額、寄附金２６２万

５千円の増額、繰越金２億５千４７万７千円の増額、諸収入３千９０２万４千円の

増額、町債４千４５２万５千円の減額でございます。 

 歳出につきましては、総務費５億２千３４万４千円の増額、民生費２千７３８万

２千円の増額、衛生費２千２３０万円の増額、農林水産業費９５８万５千円の増額、

商工費６１９万３千円の増額、土木費１千４８７万３千円の増額、消防費４千

１５４万９千円の増額、教育費８３５万８千円の増額、災害復旧費２６０万円の増

額、公債費３５０万円の減額、予備費２００万円の増額となっております。 

 その主な内容につきましては、衛生費でコロナワクチン接種事業費１千７２１万

円の増額、商工費で天城町店舗休業時短協力支援金４００万円の増額、土木費で空

港バイパス線改良事業費の減額、消防費でＢ＆Ｇ財団の助成金を活用した防災拠点

施設整備事業費３千７２４万４千円の増額となっております。 

 ご審議のほど、お願い申し上げます。 
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 続きまして、議案第６１号、令和３年度天城町国民健康保険事業特別会計予算補

正（第２号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ１億３２３万５千円を追加し、予

算総額を１０億７千５６７万７千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰越金１億３２３万５千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費２５万３千円の増額、基金積立金１億２９８万２千

円の増額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第６２号、令和３年度天城町介護保険事業特別会計予算補正

（第２号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ７千８９万５千円を追加し、予算

総額を９億４千８２９万９千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金７万１千円の増額、繰入金２千４９３万８千円

の増額、繰越金４千５８８万６千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費４千５９５万７千円の増額、諸支出金２千４９３万

８千円の増額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第６３号、令和３年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算

補正（第１号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ２０６万６千円を追加し、予算総

額を７千９９７万１千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰越金２０６万６千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金１９１万８千円の増額、諸

支出金１４万８千円の増額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、議案第６４号、令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電特別会計予

算補正（第２号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ１４８万７千円を追加し、予算総

額を４千６８８万円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰入金１４８万７千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、建設改良基金積立金１４８万７千円の増額でございます。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（柏井 洋一議員）   
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 これから質疑を行いますが、各会計名とページ数を述べてから質疑をしていただ

きますよう、お願いいたします。 

○３番（吉村 元光議員）   

 お尋ねをいたします。 

 議案第６４号、徳之島ダム小水力発電特別会計でございます。一般会計から繰入

れをして、いきなり積立金に回しているんですけれども、これの説明と、昨年でし

たか、事故でこの水力発電が動いていない時期がございました。その後順調に動い

ておりますか。お願いします。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 小水力の稼働状況ですが、現在洪水吐きの下のほう、工事をやっている関係で、

若干１ヶ月ほど止めたりはしておりますが、順調に稼働しているところです。 

 この繰入金になるんですが、この繰入れについては不用額、前回修繕費で１千

５８万４千円を予算として、支出額が９６５万４千７００円と、この差額分が建設

基金のほうから繰入れをしておりましたので、その分を今回繰入れとして特別会計

のほうに入れて、基金のほうに戻してやるという形になります。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 昨日、社会教育課のほうから説明もらいましたが、非常にすばらしい事業だとは

思います。 

 気になるのは、今木材価格やら資材、いろんな価格高騰していますよね。ちまた

では１．５倍くらい上がっているんじゃないかなというお話を聞いております。そ

うしますと、このスケジュール表でいきますと、この２千４２１万ですね、これで

おさまるんですか。どういう計算をしていますか。今のこの資材価格でいくと、こ

れで問題なければいいですよ。どういうふうに考えておりますか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 現段階では、この見積もりのとおりで進んで、計画を申請を出して決定をいただ

いているところであります。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 業者の場合、万が一赤字が出るような計算になるんじゃないのかということよ。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 そのような状況になりましたときには、また財団等と協議しながら考えていきた

いと思っております。 

○１３番（平山 栄助議員）   
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 それと、あと１点だけ、２６ページの備品購入費の節の１７の移動式冷暖房購入

費として３００万組んでありますよね。皆さんが昨日渡した３号様式の中では２台

で２７３万、この差額はどういうふうに。増えるということなのか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 昨日お渡ししたものには１台となっておりましたが、すみませんでした、正式な

ものは財団のほうに２台で計上をしてございます。大変失礼いたしました。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 その差額が出る。２７万ぐらい。予算書では３００万組んで。言っている意味が

分からないのか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 お答えいたします。 

 この事業は、Ｂ＆Ｇ財団の助成事業で、防災の強化の事業でございます。主管課

としてはＢ＆Ｇ財団と関連する社会教育課のほうで行いますが、議員からご質問の

備品につきましては、この事業を活用し、大型台風時、いろんな町内に昨年避難所

を設置いたしましたが、その際に体育館、各集落避難所についてはエアコン等が完

備されておりますが、体育館に避難された方が大変暑さで、いろいろと大型扇風機

を設置したんですけど、そういったものの対応もできるように、この事業を活用し

て導入したいということで、１台１５０万円、予算書にありますとおり３００万円

を予定いたしております。 

○７番（久田 高志議員）   

 資料１６ページ、総務費、目の２４、公共施設整備基金費２億５千万補正が組ま

れております。これ、平成３０年に制定されたまだ新しい条例なんですけれども、

少しこれは幅が広くとられ過ぎじゃないのかなという思いがございます。要は、今

までであれば一般財調のほうに積み上げていったものが、かなり比重が何というん

ですか、こちらのほうに寄ってきているように感じております。要は、青天井で積

み上げていくのか、ある一定額の目標をしている額があるのか、要は、できれば、

以前例えば兼久小学校のようにその目的別の財源、その中である一定額の引き当て

れるような基金制定であればいいんですけれども、この最終的な目的額、そして今

回２億５千万を積み上げた基金残高、その辺をちょっと聞いてみたいと思います。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今、久田議員がおっしゃるように、公共施設整備基金ということで、平成３０年

度から条例制定して積み立ててきております。 

 おっしゃるように、ちょっと柔軟に使っていきたいという思いで設置したかと思
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っております。これから先、今体験館もやっております。また保育所の問題ですと

か、あと給食センター、いろんな公共施設の建て替えがあります。また、学校施設

もこれから多々あろうかと思っております。それと併せて、公共施設の大規模な修

繕、こういったものにも備えていきたいということでつくったかと思います。 

 議員のおっしゃるとおり、今までは例えば庁舎建設、ある一定の目的に応じた目

的基金ということで積み立てておりましたが、先ほど申し上げましたように、これ

から想定される新規建て替え、また修繕、こういったものに幅広く対応していきた

いということでございます。 

 今現在、今回の補正後の数字として７億１千５００万という今回積み立てれば残

高になります。これをどの辺まで積み立てていくかということでありますが、私個

人的には１０億以内ぐらいの積立てがあれば、いろんな場面に対処できるんじゃな

いかなというふうに考えています。 

○７番（久田 高志議員）   

 今答弁いただいたとおりだと思いますけれども、要は、今言われた各それぞれの

公共施設、やはり年次的に物事を進めていくためには、それぞれの目的財調にした

ほうが少しずつでもですよ、余りにも使い勝手がいいと非常に気になるところもあ

るんです。今先ほど平山議員からもありました資材高騰とかで、今計画している案

件の予算が膨らんだときに、物すごく出しやすいようなものに見えてしますんです

よね。やはり、それぞれの目的別にある程度は振り分けていったほうが、やはり何

というんですか、年次的に物事を進めていく上で、少しでも期待の持ておる、これ

だけ基金が積み上がってきた、じゃあ来年、再来年ぐらいはできるんじゃないかと

か、そういう見方がまだできるわけですよ。これを余りにも自由度が高過ぎると、

何に使われるか分からないという不安がありますので、ぜひ、できればもう少し、

先ほどおっしゃられたそういった目的別に基金の振り分けをして、それに向けた財

調にしていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 久田議員がおっしゃるのはもっともなことだと思っております。 

 そういう中で、施設整備の際、極力補助事業を活用して行っていくわけですが、

その裏としてまた地方債、こういったものも有利なものを少しでも多くの財源を確

保しながら、町の一般財源の手出しを少なくしていくというのにも最大限努めてま

いります。そういう中で、しっかりとした特定の建物に対する基金設置、こういっ

たのが必要じゃないかなということでございます。この辺につきましては、またし

っかりと再度検討させていただきたいというふうに思っております。 

○７番（久田 高志議員）   
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 そういったことも想定されているわけです。要は、目的を組みながら基金積み上

げをしてきたけれども、たしか兼久小のときだったんじゃないですかね、補正予算

で一気に事業が組み込まれて、数億円程度の裏財源をつくらないといけない、裏と

言ったら、負担をつくらないといけないというそういうことがあって、この基金に

つながってきたと思っております。ただ、そこに関しては、その目的別に基金積立

てをしながら、やっぱりただし書きの条例がつくれると思うんですよね。要は有利

な事業が出た、で、例えば計画の順番が入れ替わるときもある、そのときにはやは

りこっちの基金を一時取り崩してここに引き当てるとか、それは条例のつくり方で

可能だと思っておりますので、ぜひそのような対応をしていただきたいと思います。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 しばらく休憩します。１１時４０分より再開します。 

休憩 午前１１時２７分 

─────────── 

再開 午前１１時４０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 誰かが言ってくれると思ったんですが、僕は少し気になるのがある、１４ページ

です。 

 財産管理費、庁舎敷地環境整備委託というのがありますが、これが何なのか。 

 その下の世界自然遺産対策費で工事請負費というのがあります、３００万。あと、

大変申し訳ないんですが、その下にユイの里テレビ、Ｖ─ＯＮＵ購入、これ、ほか

の人全部分かっているんでしょうね、聞かないということは、誰も。申し訳ありま

せんが、これが分かりません。この３つお願いします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 お答えいたします。 

 まず、１点目の財産管理費の庁舎敷地環境整備委託５７万円の件につきましてで

すが、庁舎西側斜面に植栽ますがあります。今年の６０周年記念の準備、先駆けと

いたしまして、のり面型枠について貼りコンなどをしております。その続きの工程

をさせていただきたく、その作業委託であります。 

 もう１点、ユイの里テレビ運営管理費の中のＶ─ＯＮＵ、昨年の補正でもいろい

ろと機器の老朽化による導入で補正をお願いしておりますが、音声告知機能、また

不足等による導入であります。 
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 以上です。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 先ほど質問ですが、その２点目、申し訳ございません、ちょっと聞き取れません

でした。その世界自然遺産の工事請負費でしょうか、はい、分かりました、了解し

ました。 

 令和２年度から環境省のほうと天城岳の松原登山道整備、これは環境省が行うわ

けですけれども、その計画がございます。それに併せて、町のほうで周辺に駐車場

とトイレ施設を整備するということで、環境省のほうとも話を進めてきていたとこ

ろです。その本町の事業費については、昨年度の奄振事業におきまして３千万余り

の事業費を確保して本年度繰越事業となっております。 

 その中で今回、その環境省側が造る登山道の入り口から今、イノシシのゲートが

ありますが、そこから約１００ｍ弱行ったところに、本町の水道の施設が、コンク

リートの２ｍの５ｍほどのコンクリート施設があります。恐らく貯水槽、コンク

リートのがございます。その上に、展望デッキを造りたいという計画がございまし

た。環境省のほうの事業でできないかというのを相談してきましたが、向こうの事

業ではできないということでありましたので、その分については、じゃあ本町でや

りましょうということになりました。それが設計として２５０万ほどでございます。 

 あと５０万は、せっかく造るんであれば、今イノシシのゲートがありますが、し

っかりと天城岳の松原登山道入り口ということで、ちょっとしっかりとした門柱を

造りたいということがありまして、それが約５０万ほど今、設計を見ておりますが、

その分で３００万の追加ということでございます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、宮山課長のほうから地図が示されましたが、集落環境整備のとこなんですが、

この補正で予定している中で１つ、兼久の堆肥センター前、ここが気になるんです

が、あそこはどういうふうな形で、あと、また農協さんとも話をしたのかどうなの

か、ここのとこお願いします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今、お配りさせていただきました、この赤丸のところを今回の補正で上げてござ

います。右下の赤丸、寺田３号線兼久堆肥センター前でございます。 

 当初、今補助事業でやっている舗装修繕事業を待って舗装と思っておりましたが、

かなり状態がひどいということで、農協のほうから依頼がありましてコンクリート
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舗装いたします。１５cmから２０cmぐらいの舗装厚になると思います。トラクター

がそこで旋回したり、また搬入のダンプがそこを曲がるということで、ちょっと厚

めの舗装になります。 

 農協のほうからこの生コンの原材料費分を負担するという約束を頂きまして、今

回、補正しております。一応、農協のほうが負担していただくのは生コンの原材料

費分だけでございます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今ので説明は分かりました。 

 だけど、施工に当たっては、あそこの路盤の調査をちゃんとしないと、幾らセメ

ント１５cmから２０cmって最初から聞いてましたけど、路盤調査をちょっとやった

ほうがいいと思いますけど。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 ありがとうございます。 

 今、この設計は概算で出しております。確かに路盤を再調査してＣＢＲ検査等を

して、路盤、もしかしたら置き換えが必要になるかもしれませんので、予算内で収

めるとすれば、少しその分の延長は調整させていただきたいと思います。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ２５ページの住宅管理費の中の家電被害補償費で７６万組まれているんですが、

これはどういう状況下の被害補償費なんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 これは兼久団地でございまして、６月１３日の大雨の際に、向こうは１棟３戸と

か１棟４戸の建物ですが、一番外の壁にある九電から入ってくる線の元のブレー

カーのところから被害が発生しておりまして、室内の家電がやられております。 

 以前、戸ノ木でもありましたんですが、まだその古い建物の電気設備、外のブ

レーカー等が古い施設はそういうことが起こり得るということで今、全部調査はし

ておるんですが、今回兼久で３件ありました。 

 一応、１２ページの諸収入の雑入の町村物件災害共済建設課、ここで一応歳入は

見ておりますので、その分の歳出になります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 碇本課長、あまり調子よくなさそうなので、今度の決算で出てくると思うんです

が、国民健康保険の１億の繰越金があります。これについて、多すぎるんじゃない
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かなという気がするんですが、これを繰越しがあって基金に積み立てるわけですね。

一般会計から繰入れもしていると思うんですが、そこら辺の関係をですね。 

 それと、これは気がついたことなんですが、３３ページにいろいろ表があります、

一般職とか。これに何か所か、私が見たら間違ってるんじゃないかなという場所が

ありますので、もし間違っていれば最後までに、会議が終わるまでに、間違ってい

ればですよ、訂正表を入れるようにお願いしときます。お願いします。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えします。 

 国保会計の積立金の件でよろしいですか。繰越金、はい、お答えいたします。 

 今回、繰越金ということで１億３２３万６千円繰越させていただいております。 

 昨年の医療給付費が若干減ってた印象がございます。ただちょっと、詳細はすみ

ませんが、また後ほどお示ししたいと思いますけども、そこから基金積立金という

ことで１億２９８万２千円補正させていただいております。 

 今、基金の残がこの補正前で約５００万ぐらいということで、もともとこの基金

は給付費の３ヶ月分約１億余りなんですが積立てなさいというのがございまして、

ちょっと額は多いとは思うんですが、一応、法にのっとった形で積立てさせていた

だいておるところです。恐らくこれまた、毎年取り崩して似たような額が毎年積み

立てられるということになります。 

 以上です。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 ご指摘のございました一般会計の給与費明細書、３３ページの内訳のところでご

ざいます。 

 ２、一般職（１）総括、その補正前、そしてその職員手当等の内訳の前年度、こ

の欄の数値につきまして、前の補正予算の額がこちらに転記されるわけであります

が、その数値に誤りがございました。修正をさせていただきまして、委員会が始ま

る前までに修正をさせていただきたいと思います。 

 以後精査をし、このようなことがないように努めてまいります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 闘牛場、闘牛ドーム、文化体験館ですかね、実施設計かどこかに補正で組まれて

いると思うんですが、まだ基本設計もできてないわけですがね、私たちに提示する

ということですので、まだ見ないうちに、しかも工事費から組替えというわけでし

ょうか、流用でしょうか、工事費から回して実施設計費を組んであるんですが、こ

れはそんなに慌ててしないといけないものでしょうか。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   
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 お答えいたします。 

 天城自然と伝統文化体験館整備事業の分になります。 

 工事請負のほうから委託費の組替えになります。７００万になりますが、今、あ

の地区につきましては都市計画区域内ということで、開発許可申請を今、事務を行

っております。申請に伴いまして、流末処理等の整備、また消防法について防火水

槽の設置を義務化されております。 

 また、それについても今、県のほうとも協議を進めておりますが、先にその施設

のほうを整備をしてくださいというふうな意見がございますので、それについて実

施設計業務委託ということで、組替えで７００万を組まさせていただいております。 

 また、これの設計について、防火水槽等、流末処理、水路の調査、また設計等に

入っていきます。これを基に、我々もまた県のほうと開発申請許可の業務を進めて

いくことになっておりますので、先ほど議員のほうからもありましたが、これをク

リアしないと本体工事の分の着工には至らないことになっております。 

 あそこが都市計画区域内ということで、開発許可申請等について、その名目が入

っておりますので、その分の組替えの予算になります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩して、午後１時から再開します。 

休憩 午前１１時５６分 

─────────── 

再開 午後 １時００分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第６０号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第５号）につい

て討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第６０号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第５号）につい

て採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６１号、令和３年度天城町国民健康保険事業特別会計予算補正

（第２号）について討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６１号、令和３年度天城町国民健康保険事業特別会計予算補正

（第２号）について採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６２号、令和３年度天城町介護保険事業特別会計予算補正（第

２号）について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６２号、令和３年度天城町介護保険事業特別会計予算補正（第

２号）について採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６３号、令和３年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補

正（第１号）について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   
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 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６３号、令和３年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補

正（第１号）について採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６４号、令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電特別会計予算

補正（第２号）について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６４号、令和３年度天城町徳之島ダム小水力発電特別会計予算

補正（第２号）について採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  

     △ 日程第１４ 議案第６５号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の

認定について   

     △ 日程第１５ 議案第６６号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について   

     △ 日程第１６ 議案第６７号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について   

     △ 日程第１７ 議案第６８号 令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算の認定について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第１４、議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、日程第１５、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第１６、議案第６７号、令和２年度天城町介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１７、議案第６８号、令和
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２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上４件

を一括議題とします。 

 この４件の議案について、提案の理由の説明を求めます。 

 森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法２３３条第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 歳入総額は７８億５千９３０万７千円、歳出総額は７３億９千９９８万３千円で、

歳入歳出差引額は４億５千９３２万４千円となっております。うち、翌年度へ繰越

すべき財源として、繰越明許費繰越額が１億８千８８４万７千円で、実質収支額が

２億７千４７万７千円となっております。実質収支から前年度実質収支を差し引い

た単年度収支は２千８８２万９千円の黒字。単年度収支から基金増減を差し引いた

実質単年度収支は４千５１３万８千円の赤字となっております。 

 歳入決算につきましては、前年度比２１．９％増の７８億５千９３０万７千円と

なっております。その主なものは徴税４億３千５５５万６千円、地方譲与税８千

５８万１千円、地方消費税交付金１億２千２１５万１千円、地方交付税３１億４千

１３３万８千円、分担金及び負担金８千９７３万４千円、使用料及び手数料１億

３６９万６千円、国庫支出金１７億２４万１千円、県支出金４億２千３０万１千円、

町債７億２千５７９万９千円などでございます。 

 歳出決算につきましては、前年度比１９．６％増の７３億９千９９８万３千円と

なっております。目的別では、議会費８千９８万６千円、総務費２２億７８６万

４千円、民生費１０億９千９２９万４千円、衛生費５億７千１５５万９千円、農林

水産業費７億９千３０７万４千円、商工費２億５千５６２万３千円、土木費７億

３千２９５万８千円、消防費２億４千３７４万１千円、教育費５億９千１０９万

４千円、災害復旧費４千３０９万７千円、公債費７億８千６９万３千円でございま

す。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでございま

す。 

 歳入総額は１０億７千７６５万６千円、歳出総額は９億７千４４２万円、歳入歳
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出差引額は１億３２３万６千円となっております。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税９千６２４万７千円、県支出金７億８６４万

５千円、繰入金１億９千７５９万６千円、繰越金５千８２４万１千円、諸収入１千

６１０万８千円などでございます。 

 歳出の主なものは、総務費７２２万４千円、保険給付費６億７千３７２万４千円、

国民健康保険事業納付金２億２千６４２万９千円、保健事業費１千６３１万１千円、

基金積立金４千７９９万９千円、諸支出金２７１万１千円などでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでございま

す。 

 歳入総額は９億２７３万２千円、歳出総額は８億５千６８４万４千円です。歳入

歳出差引額は４千５８８万８千円となっております。 

 歳入の主なものは、介護保険料１億１千８０３万９千円、支払基金交付金２億

１千９０３万１千円、国庫支出金２億６千２８７万３千円、県支出金１億２千

７５９万４千円、繰入金１億４千５１万１千円、繰越金３千３８９万７千円などと

なっております。 

 歳出の主なものは、総務費３千８８５万５千円、保険給付費７億８千５９９万

３千円、諸支出金１千２７０万６千円、地域支援事業費１千９２９万円などとなっ

ております。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 議案第６８号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでござい

ます。 

 歳入総額は８千１４万９千円、歳出総額は７千８０８万２千円、歳入歳出差引額

は２０６万７千円となっております。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料４千１１３万円、繰入金３千５８３万

円、繰越金１８７万８千円などでございます。 

 歳出の主なものは、総務費１８５万７千円、後期高齢者医療広域連合納付金７千

５４５万５千円などでございます。 

 以上、ご審議のほどお願い申し上げます。 

 以上で、提案理由のご説明を終わります。 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行いますが、所管外のみの質疑をお願いいたします。また、各会

計名とページ数を述べてから質疑をしていただきたいと思います。 

 それでは質疑を行います。 

○４番（奥 好生議員）   

 一般会計決算書の６４ページ、多面的機能支払金事業費４千１７５万円、決算額

４千１１４万７１６円ですかね。この事業は、各集落にとっても農地整備課にとっ

ても非常に素晴らしい事業でございます。各集落において、集落の要望等、そうい

ったいろんな要望事を農政整備課と共有して、畑総関係の道路、いろんな水路等を

改善していけば、すごいいい事業だと思っています。 

 実は、もう朝から集落の方から電話がまいりまして、ぜひ、この件については話

してくれと言われましたので、私もここで言わざるを得ませんので、ちょっと質問

してみたいと思います。 

 令和２年度の集落の決算報告総会資料の中に、農地整備課が指導して２回目の総

会資料が配られました。ところが、その資料の様式が与名間集落の様式を使ってい

まして、予算の上に「与名間保全会」と入っているんですね、そうすると、集落の

方は、「何で与名間のが総会資料の中に入っているの」と、何回も電話がくるもん

ですから、やっぱりこの事業が国から直轄して、もう町を通り越して保全団体に入

っているんだったら、私、一言もものを言うわけにはいかないんですけども、天城

町の農地整備課を通して事業をやっている。しかも、監査報告とか実績報告も全部

農地整備課が取りまとめていますので、行政としては再度強い指導をして、再度総

会資料をやっぱり集落民に配布するように指導をお願いしたいと思います。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 この件については、うちのほう、監査資料がついていなくて書面議決の後に、総

会資料を再度構成員に送ってくださいということで送ってもらいました。その後、

役員名簿がついていない等々がありまして、その際に与名間の様式を使った状態で

収支が作られていたようです。ここら辺については、奥議員のほうから集落のほう

からの声が、そういう声がありましたよってことで、私のほうに連絡がありました

ので、ここら辺については、瀬滝集落農地水保全会のほうに、代表のほうにもまた

伝えまして、こういうふうなことがないように指導はしていきたいと思っておりま

す。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかにございませんか。ほかに質疑はありませんか。 
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○１０番（松山 善太郎議員）   

 気になるんですがね、決算書段階で審査するときにこの場面と当初の予算だけ、

最初ＡＹＴで中継するようにいっていたんですがね。こんだけの決算書がありなが

ら、なかなか質疑が出ないというのは、一般の方が見てもあまりいいもんじゃない

ような気がするんですが、お互いもうちょっと気をつけたほうがいいんじゃないで

すかね。 

 １４５ページお願いします。 

 公用車の台帳です。１番から６０番まで、一応これに登録されておる６０台ある

ということになっていますが、日常的に使わない、日常的といったらおかしいんで

すが、例えば消防車、例えばダンプ、例えばタイヤショベル、バックフォー、あと

は給食センターの配送車、こういうのを私が見た範囲で除くと４０台ありますね。

こういうのが２０台あって４０台あります。今年、新規に６台、４０台のうちの

６台を今年、決算書で見て今年です、去年、新規で登録してあります。これの契約

書を早急に見せてください。それと２台廃棄しております。初年度登録が平成

２２年、もう１台が平成１９年、１１年と１４年たっているんですが、こんなに早

く廃棄するものなのかどうか。お互い１０年たっているから結構乗っているんじゃ

ないですかね。こんなに早めに廃棄しないといけないものだったのか。これは答弁

が要ります。 

 あとですね、注意してほしいのは、車が多過ぎて駐車場が狭いという答弁がござ

いました。確かにそうでしょう。今年、去年だけでも６台入れて２台廃車ですので

４台増えていますね。それと、今の町長になってから、元年が４台ですかね、今年

あたり５台、令和２年が５台、６台のうち、まあまあ５台、これは中古もあります

ので、新車だけ見たときに元年が４台、２年が５台、中古入れて６台ですね。

１０台ほど増えているんですね、ここら辺は注意してほしいと思いますよ。分かる

でしょう、４０台のうちの１０台、町長になってから新しく入れている。 

 前の大久町長のときですよ。大久町長になる以前から残ったやつは、車２台しか

ない。あとは全部大久町長になってから入れている。要するに、私が言いたいのは、

何回も言ってもありますよ、わけの分からん乗用車なんか新車を乗り回したりしな

いで、慎ましく、やはり中古でいいんじゃないですか、言われて、またリース契約

で多分登録が元年、２年ですので、言われながらまた新車を入れている、去年６台、

その前４台、ここら辺をもうちょっと気をつけてほしいと思います。その廃棄処分

の２台の手続は答弁をお願いします。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 
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 この１台については、現場のほうに行く途中でもう完全に止まってしまって、修

理のほうができないか自動車業者のほうに出してあったんですが、どうしても修理

ができないという回答をもらいましたので、廃車処分させていただきました。 

○水道課長（野村 秀行君）   

 水道課です。 

 私どもの公用車につきましては軽トラックです。水道の維持管理等々に使用して

おりますが、いかんせん山間部、道路の悪い、道の悪いところを走行しなければい

けません。故障が出た場合は修理をして使用していましたが、エンジンにだめだと

いうことで、もう廃棄処分をすることといたしました。手続のほうは済ませており

ます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 私が言ったのは、その廃車の手続をどうしているかということを聞いています。

分かりますか、廃車手続を教えてくださいと。例えば、廃車してよろしいですかと

書きますね、まさか黙ってそこら辺に投げるわけないはずですからね、会計を通し

てやっているのか、課で勝手にやっているのか、町長の決裁をもらっているのか、

廃車手続というのはそういったことです。手続をもう１回お願いします。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 業者のほうでその正当な理由等を書いたものを、起案文書をつけながら決裁をも

らっておるところです。 

○水道課長（野村 秀行君）   

 お答えいたします。 

 ただいま農地整備課長が答弁したとおり、私どもも町長の決裁を頂いて廃車処分

をいたしております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 会計は通さないわけですかね、財産管理は普通、私が勘違いですかね、こういっ

たこれの管理は、普通は最終責任者は会計、昔の収入役じゃないですかね。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 備品のほうが登録されておりますので、備品の廃棄処分を手続をしております。

会計のほうに通しております。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はございませんか。 

○４番（奥 好生議員）   

 所管内になると思うんですけども、これは各課長の皆さんにも今後異動等あって、
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もしかするとその課に行くかも分かりませんので、簡単に報告だけさせていただき

ます。 

 今回、令和２年度の監査意見書なんですけども、普通はどこの市町村も目次の次

当たりには「監査しました」と監査委員の名前とかが載っていないといけないんで

すけども、今回載っていませんでしたので、今日の議会運営委員会とか全協のほう

でちょっとそこら辺を話しました。監査委員の方からもそれについては謝罪があり

ましたので、一応報告だけにしたいと思います。 

 皆さん方にぜひ、こういった書類を作るときは誰が作ったのか、いつ、誰が作っ

たのかというところで、ぜひ、記載するようにお願いします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 前回ですかね、前々回ですかね、「夢と希望の上原勇一郎奨学金」、これが、基

金がもう残り少ないというお話でしたが、現在どうなっているのか、これを２年度

末でどうなっているか、現在どういった状況なのか、現在は余分でしょうけど教え

てください。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現在ですけども、２年度貸付１９名、貸付額等合計８千１６９万となっておりま

す。前回説明したように基金残高等が少なくなっております。現在、これをどのよ

うに３年度、４年度、今後に向けて取り組むかということを協議しております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは、令和３年度の聞いていけないんですが、３年度の申込みはいつ頃からと

って、どういった見込みしていますか。これを見ますと８００万ほどしか残ってい

ないわけですよね。８人来たらなくなりますがね。そこら辺どう考えているかとい

うことです。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現在、１１月募集をかけまして翌年度１月決定をして、例年貸付をさせてもらっ

ております。この分については、１１月までには今後どうするかという方向性をし

っかりと見出していきたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 申しわけありません。町長、今お聞きのとおりですのでね、申込みはあった、金

がないから貸せないということがくれぐれもないように、どうですかね。 
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○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 これについては、この本会議場でも、６月、一般質問があったところでした。そ

ういう中で、やはり上原氏からこのような熱い志を持って頂いたもの、やはり私た

ちとすれば、それにやっぱり、その奨学金を頂いた子供というか、お子さんたちが、

やはりこのような活用をし、本当にありがとうございましたというお礼の気持ちを

しっかり返していったりするということが大事かなということで、前回も議論させ

ていただいたというように思っております。 

 また、こういうコロナの中ですので、なかなか私たち行動ができない中でありま

すけれども、これについて少し行動規範が緩やかになった時点で、私また教育長も

新しく就任しましたので、そこら辺についてこの基金自体が非常に有効ですという

ことと、子供たちのこの気持ちというものをしっかりお届けし、また、これからも

いろんな形でご支援願いたいということを、まずは上原氏とお話をし、またそうい

った、こちらのお願いといいますか、そういったことなどを働きかけながら、やっ

ぱり子供たちにしっかりとこれが使えるような形にしていきたいということで、私

と教育長もそのような今、気持ちで臨もうとしているところです。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ページ数、９１ページのユイの館の運営管理費の中で、明許繰越に需要費で

６５万１千円というのがあるんですけど、需用費だけで６５万１千円というのは、

あまり今まで見たことなかったんで、この説明をお願いします。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 これにつきましては、ユイの館の修繕料を繰越事業として今年度に繰り越してお

ります。（「修繕料」と呼ぶ者多し）はい、修繕料になります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ５３ページの、これはステイホーム応援ごみ袋配布事業、これも明許繰越で

１５０万上がっています。これはもう４月からすると半年過ぎています。これはゴ

ミ袋の配布で、これは本当にどうなっていますか。私、まだもらった記憶ありませ

ん。 

○くらしと税務課長（岸 恭聖君）   

 お答えします。 
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 ステイホーム支援応援ごみ袋配布事業ですが、今月の３日の区長会のときに全世

帯向けに配布をしてあります。小組合のほうから配布されると思います。ちなみに

上区はもう終わっているんじゃないですかね、確かうちには届いていました。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 もうこれは４月１日時点の世帯数をちょっとぱっと見ればすぐできた事業じゃな

いですか、これを半年もかけて、その後にというのも、もうちょっとどうなのかな

と思うんですよ。 

 ほかにも明許繰越でいろいろ出ていますよ、私、今委員会が別のところをわざと

今探してあれしているんであれなんですけど、こういうのを、特に手間のかからな

いごみ袋なんかちゅのはすぐできたと思います。多分、ほかの明許繰越もずっと全

部追っていかないと分かりませんが、すぐに処理できるもの、まだいろいろともの

をつくるんだったらいろいろ手続がありますから、そういうのを区別、すぐにでき

るものとそうでないものの、私たちが見てはっきり分かるものを、やっぱりこうい

う決算の頃でいちいち掘り出さなくて済むような形でお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出

決算の認定について、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第６８号、令和２年度天城町後期高齢者医

療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、先般お手元にお配りしております議

案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。 

 

     △ 日程第１８ 議案第６９号 令和２年度天城町水道事業会計決算の認定

について   
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○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第１８、議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の認定について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 森田町長 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の認定について、

その提案理由のご説明をいたします。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めようとするも

のでございます。 

 収入総額は２億５千７５８万６千円、支出総額は２億２千９７５万５千円です。

収入支出差引額は２千７８３万１千円となっております。 

 収入の主なものは、営業収益の水道料金９千８６３万３千円、営業外収益の他会

計補助金１億２千９３６万６千円となっております。 

 支出の主なものは、営業費用の総経費７千１８０万８千円、減価償却６千

１５８万６千円、原水及び上水費３千１６４万１千円などとなっております。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○７番（久田 高志議員）   

 質疑といいますか、一つ確認でございます。 

 公会計に移って初年度でございます。例年でしたら、各所管の委員会のほうに付

託をするという形式が取られていると思います。 

 今回、ここで認定したら、その後の調査はないという認識でよろしいんですか。

どちらかの委員会に付託とかそういうことはないんでしょうか。 

○水道課長（野村 秀行君）   

 お答えをいたします。 

 私の認識では、通常どおり常任委員会のほうに付託をして、そこで意見を伺って

決算の認定というふうな認識はしておりますけども、はい。 

○７番（久田 高志議員）   

 そういうことであれば、ここで決算の認定ということではなくて、上程して常任

委員会のほうに付託をするという決を採られたほうがよろしいのかなと思います。

ここで認定してしまえば、あと審査をする必要もなくなると思うんですが。 

○議長（柏井 洋一議員）   
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 従来どおり、ここで認定となっているからね、付託となればいいけど認定となっ

て……。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 初めてのことですので、ちょっと地方公益企業法というのがありまして、その第

３０条に決算、これについても一般会計、特別会計、普通会計と同じように議会の

認定に付さなければいけないということで、明確ではないですけども、一般会計と

か特別会計と同様に委員会のほうに付託していただければと思います。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 久田議員、よろしいでしょうか。あと後ろのほうで委員会付託とはいうことはな

っていますけど、それでいいでしょうかね。ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算

の認定について、先般、お手元にお配りしております議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、議案第６９号は所管の常任委員会に付託すること

に決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 これからは委員会とし、次の会議は９月２４日金曜日午前１０時より開会いたし

ます。本日はこれで散会します。 

散会 午後 １時４２分 


